
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員に対する賃貸料を引下げた場合             

Ｑ：当社は、役員から不動産を賃貸してい

ます。業績が思わしくないので、賃貸料を引

下げようと思いますが、何か問題あります

か？                                           

                                              

Ａ：原則として、税務上の問題は生じませ

ん。 

【解説】 

法人税では、会社が役員から役員の所有す

る不動産を低額で賃借した場合は、通常の賃

借料との差額の経済的利益を享受しているも

のとされます。 

 しかしながら、賃借料の支払が減少しても、

減少した額だけ所得が増加し、結果的に減少

分は法人税の課税対象となるため、その経済

的利益部分を改めて収入に計上する必要はあ

りません。 

  一方、所得税については、低額で資産の貸 

 与を受けた場合の経済的利益は、収入金額に 

 含めなければなりませんが、ご質問のように、 

 低額で資産の貸し付けを行うという場合であ

っても、実際に収受した金額を収入金額とし

て、計上すればよいこととされています。 

  したがって、お尋ねの場合、原則として、

税務上の問題は生じませんが、このような行

為をすることによって、役員の所得税の負担

が不当に減少するときは、税務上問題となる

ことがありますので注意してください。 
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